
税務関係書類のスキャナ保存 
国税庁による新しい取扱通達と 

Ｑ＆Ａ解説（要旨） 

（2015年３月３１日財務省令第３６号） 

①契約書や領収書の3万円未満に限る規制を撤廃 

②業務サイクル方式での関係帳簿の事前承認を撤廃 
③個人の実印相当である電子署名要件を撤廃 
④膨大な契約申込書等はグレースケール記録を容認 
⑤電子取引記録の保存に係る電子署名要件も撤廃 

 
 

 
 ⑥重要書類のスキャナ保存に求められる 

  適正事務処理要件について（一般書類は除く） 

   ・事務分掌は最低３名でも可 
   ・社内規程等の案を提示 
   ・定期的な検査はサンプル検査も容認 
⑦タイムスタンプ付与で作成日と非改ざん性の証明を担保 
⑧まとめてタイムスタンプする方法も容認 
⑨入力者情報等は認印相当の安価な電子署名による記録も可 
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総務課長 

（定期的検査） 
営業事務職員 
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本社経理へ
電子送信 

検査後に 
書類廃棄 

 直接監督する者 

入力を行う者 検査を行う者 

生産課長 
（製造責任者/管理責任者） 

検査課長 
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検査後に 
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 直接監督する者 

入力を行う者 検査を行う者 

最低３名の事務分掌でもスキャナ保存ができます 

（例）支店の場合 （例）事業所の場合 

※適正な事務処理のために事業規模に応じた人員を投入しましょう 
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